
螺湾駐在所ミニ広報紙 令和７年５月号

５月は自転車活用推進法で定められた自転車

月間です。

暖かくなり、自転車を利用する方が増えてく

るかと思いますが、自転車にも定められた交通

ルール、安全運転を行う義務があります。

自転車の安全利用のため、交通法規を守って

正しく運転してください。

悪質なリフォーム業者、不用

品回収業者、海産物販売業者等、

必要の無い契約を無理に交わす

悪質業者が安全な暮らしを脅か

しています。

うまい話にはすぐ乗らず、家

族や友人、警察に相談しましょ

う。

螺湾駐在所

２９－７１５１

作成者 螺湾駐在所員

螺湾駐在所管内には多くのヒグマが生息しています。
ヒグマの被害に遭わないために以下のことに気をつけましょう。

・ 複数で行動し、音で存在を知らせましょう。
・ ヒグマの出没情報等に気を付けましょう。
・ 残飯や生ゴミの処理には注意しましょう。
・ フンや足跡、食べた跡を見つけたら、すぐに引き返しましょう。
・ 落ち着いて行動しましょう。

釧路方面本別警察署ホームページ http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/honbetsu-syo/


